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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成装置であって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報と、に基づいて、前記所定の
色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該
設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成する生成手段を備え、
　前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域内で且つ前記非出力対象デバイスの共通
色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成装置。
【請求項２】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成装置であって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、入力された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報と、に基
づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設
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定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成す
る生成手段を備え、
　前記生成手段は、前記原稿画像に含まれる色から成る色域の最大彩度点を、前記変換用
色域設定点のうちの最大彩度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の最大彩度点の明度以上の領域内で前記
変換用色域設定点のうちの最大彩度点を設定することを特徴とする請求項２記載の色域生
成装置。
【請求項４】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成装置であって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報と、に基づいて、前記所定の
色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該
設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成する生成手段を備え、
　前記生成手段は、複数の前記非出力対象デバイスのうち予め定めた非出力対象デバイス
の色域内で且つ前記出力対象デバイスの色域の最大彩度点の明度以上の領域内であって、
複数の前記非出力対象デバイスのうち前記予め定めた非出力対象デバイス以外の非出力対
象デバイスの色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定
することを特徴とする色域生成装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点が前記出力対象デバイスの
色域の最大彩度点の彩度以下となるように設定することを特徴とする請求項１乃至請求項
４の何れか１項に記載の色域生成装置。
【請求項６】
　色再現目的を入力するための入力手段と、
　入力された色再現目的に応じて前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点を調整する調
整手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の色域生成
装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の高明度領域における予め定めた色材の
所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの高明度点として設定することを特
徴とする請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載の色域生成装置。
【請求項８】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成装置であって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報及び入力された原稿画像の色
域に関する原稿画像色域情報の少なくとも一方と、に基づいて、前記所定の色空間におけ
る前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数
の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成する生成手段を備え、
　前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の高明度領域における予め定めた色材の
所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの高明度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成装置。
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【請求項９】
　前記生成手段は、予め定めた無彩色軸上における前記出力対象デバイスの色域の最低明
度点を、前記変換用色域設定点のうちの低明度点として設定することを特徴とする請求項
１乃至請求項８の何れか１項に記載の色域生成装置。
【請求項１０】
　前記無彩色軸が、彩度がゼロの軸であることを特徴とする請求項９記載の色域生成装置
。
【請求項１１】
　前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の外郭上又は前記出力対象デバイスの色
域内の点であって、前記出力対象デバイスの色域の低明度領域における予め定めた色材の
所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの低明度点として設定することを特
徴とする請求項１乃至請求項１０の何れか１項に記載の色域生成装置。
【請求項１２】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成装置であって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報及び入力された原稿画像の色
域に関する原稿画像色域情報の少なくとも一方と、に基づいて、前記所定の色空間におけ
る前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数
の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成する生成手段を備え、
　前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の外郭上又は前記出力対象デバイスの色
域内の点であって、前記出力対象デバイスの色域の低明度領域における予め定めた色材の
所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの低明度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成装置。
【請求項１３】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生成プログラムであって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報と、に基づいて、前記所定の
色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該
設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成するステップを備え、
　前記ステップは、前記出力対象デバイスの色域内で且つ前記非出力対象デバイスの共通
色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成プログラム。
【請求項１４】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生成プログラムであって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、入力された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報と、に基
づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設
定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成す
るステップを備え、
　前記ステップは、前記原稿画像に含まれる色から成る色域の最大彩度点を、前記変換用
色域設定点のうちの最大彩度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成プログラム。
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【請求項１５】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生成プログラムであって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報と、に基づいて、前記所定の
色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該
設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成するステップを備え、
　前記ステップは、複数の前記非出力対象デバイスのうち予め定めた非出力対象デバイス
の色域内で且つ前記出力対象デバイスの色域の最大彩度点の明度以上の領域内であって、
複数の前記非出力対象デバイスのうち前記予め定めた非出力対象デバイス以外の非出力対
象デバイスの色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定
する
　ことを特徴とする色域生成プログラム。
【請求項１６】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生成プログラムであって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報及び入力された原稿画像の色
域に関する原稿画像色域情報の少なくとも一方と、に基づいて、前記所定の色空間におけ
る前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数
の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成するステップを備え、
　前記ステップは、前記出力対象デバイスの色域の高明度領域における予め定めた色材の
所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの高明度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成プログラム。
【請求項１７】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバ
イスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生
成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生成プログラムであって、
　前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力
対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出
力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報及び入力された原稿画像の色
域に関する原稿画像色域情報の少なくとも一方と、に基づいて、前記所定の色空間におけ
る前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数
の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成するステップを備え、
　前記ステップは、前記出力対象デバイスの色域の外郭上又は前記出力対象デバイスの色
域内の点であって、前記出力対象デバイスの色域の低明度領域における予め定めた色材の
所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの低明度点として設定する
　ことを特徴とする色域生成プログラム。
【請求項１８】
　所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を、請求項１乃至請求項１
２の何れか１項に記載の色域生成装置により生成された色域内の第２の画像信号に変換す
る変換手段を備えた色変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色域生成装置、色域生成プログラム、及び色変換装置に係り、より詳しくは
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、入力側と出力側のカラー画像信号の色再現可能領域が異なる場合にカラー画像信号に対
して色変換処理を行う際の基礎となる色域を生成する色域生成装置、色域生成プログラム
、及び色変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラー画像を出力する機器として、例えばＣＲＴやカラーＬＣＤなどの表示装置や、プ
リンタなどの印刷機器等がある。これらの出力装置では、それぞれの出力方式の違いなど
によって、再現可能な色範囲、すなわち色域が異なっている。このため、例えばＣＲＴ上
で作成した画像をプリンタで印刷する場合など、異なる出力装置で同じ画像データによる
出力を行おうとすると、再現できない色が生じる可能性がある。このような場合、少なく
とも再現できない色については最も近いと考えられる色に置き換えて出力し、画像全体と
してその出力装置においては最良の画質で再現できるようにしている。このとき、与えら
れるカラー画像信号を、出力装置の色域内の色に置き換える色の写像（Ｃｏｌｏｒ Ｍａ
ｐｐｉｎｇ）、すなわち色変換処理が必要となる。
【０００３】
　色の写像、すなわち色変換を行う従来の技術として、例えば色差が最小となるように色
変換する技術があるが、例えばＣＲＴ上で作成した画像を異機種のプリンタで印刷する場
合、色差が最小となるように色変換しても、それぞれのプリンタにおける画像の印象が異
なって見える、という問題があった。
【０００４】
　この問題を解決するため、例えば複数種類の装置のそれぞれの色域の共通領域を求め、
この共通領域内に色差が最小となるように色変換する技術が提案されている（例えば特許
文献１及び特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３－１５３０２０号公報
【特許文献２】特開２００１－１５７０６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１及び特許文献２に記載された発明では、色差は最小とな
るものの、色再現の印象を各装置で同じにするのは困難であった。
【０００６】
　また、複数種類の出力装置の色域を全て包含する色域を設定し、この色域内の色に変換
してから実際の出力装置の色域内の色に変換する技術がある。
【０００７】
　しかしながら、この技術では、実際の出力装置の色域よりも大きな色域内の色から実際
の出力装置の色域内の色に変換するため、階調がつぶれたり彩度が低下したりする、とい
う問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記問題を解決すべく成されたものであり、同一の画像を複数の出力装置に
出力した際に同様の色再現とすることが可能な色域生成装置、色域生成プログラム、及び
色変換装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明の色域生成装置は、所定の色空間にお
ける第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象
デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生成する色域生成装置
であって、前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関
する出力対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以
外の非出力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報と、に基づいて、前
記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定
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し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成する生成手段
を備え、前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域内で且つ前記非出力対象デバイス
の共通色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定するこ
とを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、第１のデバイスからの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバイ
スのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換するための変換用色域を生成
する生成手段を備える。
【００１１】
　また、前記生成手段は、前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバ
イスの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち
前記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報と、
に基づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色
域設定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生
成する。
【００１２】
　また、前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域内で且つ前記非出力対象デバイス
の共通色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定する。
【００１３】
　また、請求項２記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像
信号を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に
変換するための変換用色域を生成する色域生成装置であって、前記複数種類の第２のデバ
イスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、入
力された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報と、に基づいて、前記所定の色空間に
おける前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した
複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成する生成手段を備え、前記生成
手段は、前記原稿画像に含まれる色から成る色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点
のうちの最大彩度点として設定する。
【００１４】
　また、請求項３に記載したように、前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の最
大彩度点の明度以上の領域内で前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点を設定するよう
にしてもよい。
【００１５】
　また、請求項４記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像
信号を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に
変換するための変換用色域を生成する色域生成装置であって、前記複数種類の第２のデバ
イスの色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前
記複数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関す
る非出力対象デバイス色域情報と、に基づいて、前記所定の色空間における前記変換用色
域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設
定点に基づいて前記変換用色域を生成する生成手段を備え、前記生成手段は、複数の前記
非出力対象デバイスのうち予め定めた非出力対象デバイスの色域内で且つ前記出力対象デ
バイスの色域の最大彩度点の明度以上の領域内であって、複数の前記非出力対象デバイス
のうち前記予め定めた非出力対象デバイス以外の非出力対象デバイスの色域の最大彩度点
を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定する。
【００１６】
　また、請求項５に記載したように、前記生成手段は、前記変換用色域設定点のうちの最
大彩度点が前記出力対象デバイスの色域の最大彩度点の彩度以下となるように設定するよ
うにしてもよい。
【００１７】



(7) JP 4985162 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　また、請求項６に記載したように、色再現目的を入力するための入力手段と、入力され
た色再現目的に応じて前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点を調整する調整手段と、
　をさらに備えた構成としてもよい。
【００１８】
　また、請求項７に記載したように、前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の高
明度領域における予め定めた色材の所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうち
の高明度点として設定するようにしてもよい。
　請求項８記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号を
、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換す
るための変換用色域を生成する色域生成装置であって、前記複数種類の第２のデバイスの
色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前記複数
種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関する非出
力対象デバイス色域情報及び入力された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報の少な
くとも一方と、に基づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための
複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記
変換用色域を生成する生成手段を備え、前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の
高明度領域における予め定めた色材の所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のう
ちの高明度点として設定することを特徴とする。
【００２０】
　また、請求項９に記載したように、前記生成手段は、予め定めた無彩色軸上における前
記出力対象デバイスの色域の最低明度点を、前記変換用色域設定点のうちの低明度点とし
て設定するようにしてもよい。
【００２１】
　また、請求項１０に記載したように、前記無彩色軸が、彩度がゼロの軸であるようにし
てもよい。
【００２２】
　また、請求項１１に記載したように、前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域の
外郭上又は前記出力対象デバイスの色域内の点であって、前記出力対象デバイスの色域の
低明度領域における予め定めた色材の所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のう
ちの低明度点として設定するようにしてもよい。
　請求項１２記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号
を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換
するための変換用色域を生成する色域生成装置であって、前記複数種類の第２のデバイス
の色域のうち前記出力対象デバイスの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前記複
数種類の第２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関する非
出力対象デバイス色域情報及び入力された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報の少
なくとも一方と、に基づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するため
の複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前
記変換用色域を生成する生成手段を備え、前記生成手段は、前記出力対象デバイスの色域
の外郭上又は前記出力対象デバイスの色域内の点であって、前記出力対象デバイスの色域
の低明度領域における予め定めた色材の所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点の
うちの低明度点として設定することを特徴とする。
【００２４】
　請求項１３記載の発明の色域生成プログラムは、所定の色空間における第１のデバイス
からの第１の画像信号を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の
第２の画像信号に変換するための変換用色域を生成する色域生成処理をコンピュータに実
行させるための色域生成プログラムであって、前記複数種類の第２のデバイスの色域のう
ち前記出力対象デバイスの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第
２のデバイスのうち前記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関する非出力対象デ
バイス色域情報と、に基づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するた
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めの複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて
前記変換用色域を生成するステップを備え、前記ステップは、前記出力対象デバイスの色
域内で且つ前記非出力対象デバイスの共通色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点の
うちの最大彩度点として設定することを特徴とする。
【００２５】
　この発明によれば、同一の画像を複数種類の第２のデバイスに出力した際に同様の色再
現とすることができる。
　請求項１４記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号
を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換
するための変換用色域を生成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生
成プログラムであって、前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイ
スの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、入力された原稿画像の色域に関する原稿
画像色域情報と、に基づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するため
の複数の変換用色域設定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前
記変換用色域を生成するステップを備え、前記ステップは、前記原稿画像に含まれる色か
ら成る色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最大彩度点として設定するこ
とを特徴とする。
　請求項１５記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号
を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換
するための変換用色域を生成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生
成プログラムであって、前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイ
スの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前
記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報と、に
基づいて、前記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域
設定点を設定し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成
するステップを備え、前記ステップは、複数の前記非出力対象デバイスのうち予め定めた
非出力対象デバイスの色域内で且つ前記出力対象デバイスの色域の最大彩度点の明度以上
の領域内であって、複数の前記非出力対象デバイスのうち前記予め定めた非出力対象デバ
イス以外の非出力対象デバイスの色域の最大彩度点を、前記変換用色域設定点のうちの最
大彩度点として設定することを特徴とする。
　請求項１６記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号
を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換
するための変換用色域を生成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生
成プログラムであって、前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイ
スの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前
記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報及び入
力された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報の少なくとも一方と、に基づいて、前
記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定
し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成するステップ
を備え、前記ステップは、前記出力対象デバイスの色域の高明度領域における予め定めた
色材の所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの高明度点として設定するこ
とを特徴とする。
　請求項１７記載の発明は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画像信号
を、複数種類の第２のデバイスのうち出力対象デバイスの色域内の第２の画像信号に変換
するための変換用色域を生成する色域生成処理をコンピュータに実行させるための色域生
成プログラムであって、前記複数種類の第２のデバイスの色域のうち前記出力対象デバイ
スの色域に関する出力対象デバイス色域情報と、前記複数種類の第２のデバイスのうち前
記出力対象以外の非出力対象デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報及び入
力された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報の少なくとも一方と、に基づいて、前
記所定の色空間における前記変換用色域を生成するための複数の変換用色域設定点を設定
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し、当該設定した複数の変換用色域設定点に基づいて前記変換用色域を生成するステップ
を備え、前記ステップは、前記出力対象デバイスの色域の外郭上又は前記出力対象デバイ
スの色域内の点であって、前記出力対象デバイスの色域の低明度領域における予め定めた
色材の所定量に相当する点を、前記変換用色域設定点のうちの低明度点として設定するこ
とを特徴とする。
【００２６】
　請求項１８記載の色変換装置は、所定の色空間における第１のデバイスからの第１の画
像信号を、請求項１乃至請求項１２の何れか１項に記載の色域生成装置により生成された
色域内の第２の画像信号に変換する変換手段を備えたことを特徴とする。
【００２７】
　この発明によれば、同一の画像を複数種類の第２のデバイスに出力した際に同様の色再
現とすることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように、本発明によれば、同一の画像を複数の出力装置に出力した際に同
様の色再現とすることが可能になる、という効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態の一例を詳細に説明する。
【００３０】
　先ず、はじめに、色変換装置の概略構成を説明する。図１は、本発明に係る色変換装置
の概略構成例を示すブロック図である。ここで説明する色変換装置は、例えばディジタル
複写機やプリンタ等といった画像出力装置に搭載され、若しくはその画像出力装置に接続
するサーバ装置に搭載され、またはその画像出力装置に動作指示を与えるコンピュータ（
ドライバ装置）に搭載されて用いられるものである。
【００３１】
　同図に示すように、色変換装置１０は、入力色空間変換部１２、色変換部１４、出力色
空間変換部１６、色域生成部１８、メモリ２０、操作部２２、及び表示部２４を備えてい
る。
【００３２】
　入力色空間変換部１２は、入力側デバイス（第１のデバイス）に依存した入力画像信号
（第１の画像信号）を入力プロファイルに基づいてデバイス非依存の画像信号に変換する
。入力画像信号としては、例えば、ＣＲＴ等に表示させるためのＲＧＢ色空間におけるカ
ラー画像信号、ＣＭＹＫ色空間におけるカラー画像信号が挙げられる。また、デバイス非
依存の画像信号としては、Ｌａｂ色空間におけるカラー画像信号やＪＣＨ色空間における
カラー画像信号が挙げられる。
【００３３】
　色変換部１４は、色域生成部１８で生成された変換用色域を表わす色域情報等に基づい
て、入力色空間変換部１２からのデバイス非依存の入力画像信号を色変換し、出力色空間
変換部１６へ出力する。なお、色変換方法については、種々公知の手法を用いることがで
きる。
【００３４】
　出力色空間変換部１６は、色変換部１４で色変換されたデバイス非依存の画像信号を、
出力プロファイルに基づいて出力デバイス（出力対象デバイス）に依存した出力画像信号
（第２の画像信号）に変換して出力する。出力画像信号としては、例えば、プリンタ等に
印刷させるためのＣＭＹ色空間あるいはＣＭＹＫ色空間のカラー画像信号が挙げられる。
【００３５】
　色域生成部１８は、詳細は後述するが、複数種類のデバイス（第２のデバイス）で同様
の色再現性を得るために、複数種類のデバイスの色域に関するデバイス色域情報及び入力
された原稿画像の色域に関する原稿画像色域情報の少なくとも一方に基づいて、変換用色
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域を生成する。
【００３６】
　この変換用色域は、複数の出力デバイスで同様の色再現とするために、出力対象デバイ
スに対して生成される色域である。入力色空間変換部１２から出力された画像信号は、色
変換部１４で入力側デバイスの色域と変換用色域を用いて、変換用色域内へ圧縮・写像さ
れる。
【００３７】
　メモリ２０には、後述する色域生成処理のプログラムや、色再現性を同様にしたい複数
種類のデバイスの色域に関するデバイス色域情報、自然画やグラフィックス等のサンプル
としての予め定めた入力原稿の画像データ等が予め記憶される。複数種類のデバイスの色
域に関するデバイス色域情報には、色変換装置１０から出力された出力画像信号により画
像を出力する出力対象デバイスの色域に関する出力対象デバイス色域情報や、非出力対象
デバイスの色域に関する非出力対象デバイス色域情報を含むことができる。
【００３８】
　なお、入力側デバイスと複数の出力デバイスＡ、Ｂがある場合、出力デバイスＡへ出力
する際の色変換で使用する色域を色域生成部１８で生成する際は、出力デバイスＡが出力
対象デバイス、出力デバイスＢが非出力対象デバイスとなる。また、出力デバイスＢへ出
力する際の色変換で使用する色域を色域生成部１８で生成する際は、出力デバイスＡが非
出力対象デバイスとなり、出力デバイスＢが出力対象デバイスとなる。
【００３９】
　これらの各部１２～２０は、例えば画像出力装置、サーバ装置またはドライバ装置が具
備するものであり、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ
（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍ
ｏｒｙ）等の組み合わせからなるコンピュータが、所定プログラムを実行することによっ
て、それぞれ実現されたものとすることができる。
【００４０】
　操作部２２は、後述する色再現目的の設定操作等を行うためのものであり、表示部２４
は、色再現目的の設定画面等を表示するためのものである。
【００４１】
　なお、入力色空間変換部１２と色変換部１４との間に中間画像信号生成部を設け、入力
色空間変換部１２からの入力画像信号を所定の中間色域内の中間画像信号に変換した後に
色変換部１４に入力させる構成としてもよい。
【００４２】
　次に、色域生成部１８で実行される処理ルーチンについて、図２に示すフローチャート
を参照して説明する。
【００４３】
　まず、ステップ１００では、色再現目的等の設定処理を行う。具体的には、例えば図３
に示すような設定画面３０を表示部２４に表示させる。図３に示すように、設定画面３０
では、出力対象デバイスと色再現を同様にしたい設定デバイス（非出力対象デバイス）を
設定するべく、その設定デバイスの色域情報（プロファイル）のファイルを指定するため
のデバイス設定欄３２、入力原稿（画像データ）のファイルを指定するための入力原稿設
定欄３４、色再現目的を設定するためのスライドバー３６を含んでいる。なお、図３では
デバイス設定欄３２が２個、入力原稿設定欄３４が３個設けられた場合について示したが
、これに限られるものではない。
【００４４】
　ユーザーは、この設定画面３０を参照し、操作部２２を操作して設定デバイスの色域情
報のファイルや入力原稿のファイル、色再現目的を設定することができる。なお、デバイ
ス設定欄３２や入力原稿設定欄３４に何も入力しなければ設定無しとされ、スライドバー
３６を「指定無し」に合わせた場合には、色再現目的の指定無しとされる。
【００４５】
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　ステップ１０２では、設定画面３０のデバイス設定欄３２で設定デバイスが指定されて
いる場合には、その色域情報をメモリ２０から読み込んで取得する。なお、色域情報は、
予めメモリ２０に記憶させておくのではなく、ユーザーが用意したメモリーカード等の外
部記録媒体に記録された色域情報を読み込むことにより取得してもよく、装置をネットワ
ークに接続し、そのネットワーク上の他の装置からダウンロードして取得するようにして
もよい。
【００４６】
　ステップ１０４では、入力原稿が指定されているか否かを判断し、指定されている場合
にはステップ１０６へ移行し、指定されていない場合には、ステップ１１２へ移行する。
【００４７】
　ステップ１０６では、入力原稿設定欄３４で指定された入力原稿の画像データをメモリ
２０から読み込んで取得する。なお、入力原稿の画像データは、予めメモリ２０に記憶さ
せておくのではなく、ユーザーが用意したメモリーカード等の外部記録媒体に記録された
画像データを読み込むことにより取得してもよく、装置をネットワークに接続し、そのネ
ットワーク上の他の装置からダウンロードして取得するようにしてもよい。
【００４８】
　ステップ１０８では、色再現目的が設定されているか否かを判断する。すなわち設定画
面３０においてスライドバー３６の位置が「指定無し」以外の「忠実」～「好ましい」の
範囲内に設定されているか否かを判断する。
【００４９】
　そして、色再現目的が設定されている場合にはステップ１１０へ移行し、設定されてい
ない場合にはステップ１１２へ移行する。
【００５０】
　ステップ１１０では、詳細は後述するが、入力原稿の画像データ及び色再現目的に基づ
いて、生成する変換用色域を定めるための変換用色域設定点のうち、最大彩度点としての
制御ポイントＡ、高明度点としての制御ポイントＢを設定し、ステップ１１２では、予め
定めた所定の設定方法に基づいて制御ポイントＡ、Ｂを設定する。
【００５１】
　そして、ステップ１１４では、生成する変換用色域を定めるための変換用色域設定点の
うち、低明度点としての制御ポイントＣを設定する。
【００５２】
　ステップ１１６では、設定した制御ポイントＡ、Ｂ、Ｃに基づいて変換用色域を生成す
る。
【００５３】
　以下、制御ポイントＡ、Ｂ、Ｃの設定方法及び変換用色域の生成について詳細に説明す
る。図４には、第１の設定方法により設定した制御ポイントＡ、Ｂ、Ｃに基づいて生成さ
れた変換用色域４０（図中太線で示す）を示した。
【００５４】
　この第１の設定方法では、制御ポイントＡについては、設定画面３０で設定された第１
の設定デバイスの色域４４（図中細線で示す）の色域情報、第２の設定デバイスの色域４
６（図中破線で示す）の色域情報に基づいて、両色域の共通領域の最大彩度点を制御ポイ
ントＡとして設定する。
【００５５】
　また、制御ポイントＢについては、出力対象デバイスの色域４２の高明度領域（色域４
２の最大彩度点より高明度の領域）における所定カバレッジから算出した点、すなわち高
明度領域における予め定めた色材の所定量に相当する点であって色域４２の外郭上の点を
、制御ポイントＢとして設定する。所定カバレッジは、例えば出力対象デバイスがＣＭＹ
Ｋ４色のプリンタの場合には、ＣＭＹＫ＝（２０，０，０，０），（０，２０，０，０）
，（２０，２０，０，０）などの点とすることができる。
【００５６】
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　なお、入力原稿の画像データが指定されている場合には、その画像データをステップ１
１０において解析し、その解析結果に基づいて制御ポイントＢを設定してもよい。具体的
には、まず入力原稿の例えばグラフィックス領域を画像データに基づいて検索し、高明度
領域において最も出現頻度が高い、又は、最も面積率が高い色の点を、その色相角におけ
る制御ポイントＢとしてもよい。また、ユーザーによって指定された色の点を制御ポイン
トＢとしてもよい。
【００５７】
　また、制御ポイントＣについては、無彩色軸上における出力対象デバイスの色域４２の
最低明度点を制御ポイントＣとして設定する。なお、無彩色軸は、Ｃ＊＝０の軸でもよい
し、デバイスによってはＣ＊＝０の軸が必ずしも無彩色となるわけではないので、出力対
象デバイス固有の無彩色となる軸を無彩色軸としてもよい。
【００５８】
　そして、上記のように設定した制御ポイントＡ、Ｂ、Ｃ、出力対象デバイスの色域４２
の最高明度点４８を直線で結ぶことにより図４に示すような変換用色域４０を生成する。
なお、最高明度点４８と制御ポイントＢとの間は、直線ではなく出力対象デバイスの色域
４２の外郭線で結ぶようにしてもよい。
【００５９】
　このような処理を例えば予め定めた複数の所定色相について行い、各色相間を公知の補
間処理等によって補間することで３次元の変換用色域を生成することができる。
【００６０】
　このように、第１の設定方法では、制御ポイントＡを第１の設定デバイスの色域４４、
第２の設定デバイスの色域４６の共通領域の最大彩度点とし、制御ポイントＢを例えば出
力対象デバイスの色域４２の高明度領域における所定カバレッジから算出した点であって
色域４２の外郭上の点に設定する。このため、従来のように単に複数のデバイスの共通領
域を変換用色域とする場合と比較して高明度側の領域が広がり、複数のデバイスにおける
色再現の印象を同様にすることができる。
【００６１】
　この第１の設定方法は、例えば第１の設定デバイス及び第２の設定デバイスの何れもプ
リンタに設定した場合であって、変換対象の画像が自然画の場合に適している。
【００６２】
　なお、図４では、制御ポイントＡ、Ｂ、Ｃ、最高明度点４８を直線で結んだ変換用色域
４０を示したが、各点における形状が急峻になるような場合には、例えば図５に示すよう
に、制御ポイントＡと制御ポイントＢとの間に制御ポイントＤを、制御ポイントＡと制御
ポイントＣとの間に制御ポイントＥを設定し、これらを結ぶことで変換用色域４０の形状
が滑らかになるようにしてもよい。また、三次関数やスプライン関数等を用いて変換用色
域４０の外郭が滑らかになるようにしてもよい。以下の第２、第３の設定方法についても
同様である。
【００６３】
　次に、第２の設定方法について説明する。図６には、第２の設定方法により設定した制
御ポイントＡ、Ｂ、Ｃに基づいて生成された変換用色域５０を示した。
【００６４】
　この第２の設定方法では、制御ポイントＡについては、設定画面３０において入力原稿
の画像データが指定されている場合にはその画像データを、指定されていない場合には予
めメモリ２０に記憶されている入力原稿の画像データをステップ１１０において解析し、
その解析結果に基づいて設定する。具体的には、例えば複数の入力原稿の画像に含まれる
色から成る色域の最大彩度点を制御ポイントＡに設定する。このとき、出力対象デバイス
の色域４２の最大彩度点５２の明度以上となるように制御ポイントＡを設定するようにし
てもよい。
【００６５】
　また、色再現目的が「忠実」に近い位置に設定されている場合には、入力原稿の画像デ
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ータのうち自然画の画像データを解析して、その画像データに含まれる色から成る色域の
最大彩度点を制御ポイントＡとなるようにしてもよい。
【００６６】
　また、色再現目的が「好ましい」に近い位置に設定されている場合には、自然画及びグ
ラフィックスの画像データを解析して、その画像データに含まれる色から成る色域の最大
彩度点を制御ポイントＡとしてもよい。
【００６７】
　また、色再現目的の指定がない場合には、自然画の画像データのみを解析し、その画像
データに含まれる色から成る色域の最大彩度点を制御ポイントＡとしてもよい。
【００６８】
　また、制御ポイントＢについては、第１の設定方法と同様の方法により設定する。
【００６９】
　また、制御ポイントＣについては、出力対象デバイスの色域４２の低明度領域（色域４
２の最大彩度点より低明度の領域）における所定カバレッジから算出した点、すなわち低
明度領域における予め定めた色材の所定量に相当する点であって色域４２の外郭上の点を
、制御ポイントＣとして設定する。なお、所定カバレッジは、例えば出力対象デバイスが
ＣＭＹＫ４色のプリンタの場合には、各色１００％又はＫ１００％とすることができる。
また、図６では出力対象デバイスの色域４２の外郭上に制御ポイントＣを設定しているが
、色域４２内部に制御ポイントＣを設定してもよい。
【００７０】
　そして、上記のように設定した制御ポイントＡ、Ｂ、Ｃ、出力対象デバイスの色域４２
の最高明度点４８、色域４２の最低明度点５４を直線で結ぶことにより図６に示すような
変換用色域５０を生成する。
【００７１】
　このように、第２の設定方法では、制御ポイントＡを入力原稿の画像に含まれる色から
成る色域の最大彩度点とし、制御ポイントＢを第１の設定方法と同様に設定し、制御ポイ
ントＣを出力対象デバイスの色域４２の低明度領域における所定カバレッジから算出した
点に設定する。このため、第１の設定方法と比較して変換用色域５０の低明度領域が広が
り、写真等の自然画を好ましい色再現とすることができると共にグラフィックスについて
も好ましい色再現とすることができる。
【００７２】
　この第２の設定方法は、例えば第１の設定デバイス及び第２の設定デバイスの何れもプ
リンタに設定した場合であって、変換対象が自然画及びグラフィックスの場合に適してい
る。
【００７３】
　次に、第３の設定方法について説明する。図７には、第３の設定方法により設定した制
御ポイントＡ、Ｂ、Ｃに基づいて生成された変換用色域６０を示した。
【００７４】
　この第３の設定方法では、制御ポイントＡについては、第１の設定デバイス及び第２の
設定デバイスのうち出力対象デバイスと色再現を同様にしたい予め定めた設定デバイス、
例えば第１の設定デバイスの色域４４内で且つ出力対象デバイスの色域４２の最大彩度点
５２の明度以上の領域内であって、予め定めた設定デバイス以外の設定デバイス、例えば
第２の設定デバイスの色域４６内での最大彩度点を、制御ポイントＡとして設定する。な
お、制御ポイントＢ、Ｃについては、第１の設定方法と同様の方法により設定する。
【００７５】
　このように、第３の設定方法では、制御ポイントＡを第１の設定デバイス及び第２の設
定デバイスのうち出力対象デバイスと色再現を同様にしたい予め定めた設定デバイスの色
域内で且つ出力対象デバイスの色域の最大彩度点の明度以上の領域内であって、予め定め
た設定デバイス以外の設定デバイスの色域内での最大彩度点に設定する。このため、出力
対象デバイスの色再現を予め定めた設定デバイスと同様の色再現とすることができる。
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【００７６】
　この第３の設定方法は、第１の設定デバイスがモニタで第２の設定デバイスがプリンタ
の場合に、モニタの色再現と同様にしたい場合等、特定のデバイスと同様の色再現とした
い場合に適している。
【００７７】
　また、色再現目的が「忠実」に設定されている場合には、第１の設定方法を採用し、「
好ましい」に設定されている場合には、第２の設定方法を採用することが好ましい。この
場合、色再現目的が「忠実」と「好ましい」との間に設定されている場合には、制御ポイ
ントＡを、例えば第１の設定方法で設定した制御ポイントＡと第２の設定方法で設定した
制御ポイントＡとを結ぶ直線上でスライドバー３６に対応する位置に調整するようにして
もよい。
【００７８】
　また、第１～第３の設定方法において、設定した制御ポイントＡの彩度が出力対象デバ
イスの色域４２の最大彩度点５２よりも高い彩度となる場合には、最大彩度点５２の彩度
以下となるように設定する。
【００７９】
　ステップ１１８では、生成した変換用色域の色域データを色変換部１４へ出力する。こ
れにより、色変換部１４では、入力された画像データを変換用色域内の画像データに変換
して出力する。
【００８０】
　以上、説明したように、本実施形態では、複数種類のデバイスで同様の色再現性を得る
ために、複数種類のデバイスの色域及や入力原稿の色域に基づいて変換用色域を生成する
ので、複数種類のデバイス間で同様の色再現とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】色変換装置の概略ブロック図である。
【図２】色域生成部で実行される処理のフローチャートである。
【図３】設定画面の一例を示す図である。
【図４】変換用色域の生成について説明するための図である。
【図５】変換用色域の生成について説明するための図である。
【図６】変換用色域の生成について説明するための図である。
【図７】変換用色域の生成について説明するための図である。
【符号の説明】
【００８２】
１０  色変換装置
１２  入力色空間変換部
１４  色変換部
１６  出力色空間変換部
１８  色域生成部（生成手段）
２０  メモリ
２２  操作部（入力手段）
２４  表示部
３０  設定画面
３２  デバイス設定欄
３４  入力原稿設定欄
３６  スライドバー
４０、５０、６０  変換用色域
４２、４４  色域
４８  最高明度点
５２  最大彩度点



(15) JP 4985162 B2 2012.7.25

５４  最低明度点

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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